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はじめに 

 田原市水道事業を取り巻く環境は、人口減少や節水機器の普及等水需要の減

少に伴う収入減の傾向が続く一方で、多くの施設の老朽化が進み、施設の更新や

耐震化に多大な費用が必要となるため、経営状況は一層厳しいものとなること

が見込まれます。 

このような状況の中、施設や管路の健全性を維持し、計画的な更新を進めるた

めに策定した「田原市水道事業基本計画」を踏まえ、今後の水道事業の安定的な

経営を図るため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定するもの

です。 

計画期間：平成 30 年度～令和 12 年度 

１．事業概要 

（１）事業の現況（令和 6年 3月現在） 

① 給水 

供用開始年月

日 

昭和32年9月1日 計画給水人

口 

66,100 人 

法適（全部・財

務）・非適の区

分 

全部適用 現在給水人

口 

58,561 人 

有収水量密

度 

0.347千㎥/ha

② 施設 

水源 地下水、受水 

施設数 浄水場設置

数 

3 管路延長 701 千 m 

配水池設置

数 

9 

施設能力 33,960 ㎥/日 施設利用率 60.66% 
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③ 料金 

ア 料金体系の概要・考え方 

  料金表（税込） 

（ア）使用水量料金（1か月につき） 

料率 

種別 

料金（円/㎥） 

1 ㎥か

ら 10

㎥まで 

11 ㎥か

ら 20

㎥まで 

21 ㎥か

ら 30

㎥まで 

31 ㎥か

ら 50

㎥まで 

51 ㎥か

ら 100

㎥まで 

101 ㎥

以上 

専用 79.2 92.4 145.2 171.6 211.2 224.4

共用 79.2 92.4 145.2 171.6 211.2 224.4

臨時用 303.6 303.6 303.6 303.6 303.6 303.6

（イ）固定料金（1か月につき） 

口径別（メーター口径） 料金（円） 

13 ミリメートル 1,078

20 ミリメートル 2,915

25 ミリメートル 4,939

30 ミリメートル 7,722

40 ミリメートル 15,433

50 ミリメートル 26,444

75 ミリメートル 68,057

100 ミリメートル 127,644

150 ミリメートル 316,382

200 ミリメートル 582,285

（ウ）私設消火栓使用料金（１か所につき） 

区分 料金（円） 備考 

演習使用 1回 10分ご

と 
1,056

双口消火栓は、2か所分とす

る。 

備考 水道料金のうち、使用水量 1㎥につき 1円は、水源林保全の

ために使用する。 



3 

料金体系については、基本料金はメーター口径ごとに区分し、従

量料金は使用水量に応じて段階的に料金が高くなる逓増制で設定

しています。 

令和６年度から令和 10 年度を料金算定期間とし、資産維持費を

0.8％として算定しています。 

平成 17 年度からは、水源林保全のために料金のうち 1 ㎥当たり

1円を使うこととしています。 

イ 料金改定年月日 

  令和 6年 4月 1日施行 

料金体系は改定前の体系を大きく変えず、使用水量料金及び私設

消火栓使用料金を20％、固定料金を15％改定し、全体の改定率18％

増の改定をしています。 

④ 組織 

職員数は、現在 12 名で、過去 10 年間では大きな増減はなく横ばい

が続いています。40 代以上の職員がおよそ 58％を占め、平均年齢は 40

歳代前半で推移しています。中間層が少なく、年齢階層や経験年数の

バランスが取れていない状況です。 

年度 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

40 歳以上 8 8 8 8 7 5 

30～40 歳 1 2 1 2 2 2 

30 歳未満 3 2 3 2 3 5 

これまでも施設点検業務など民間委託により人員削減を行いながら、

限られた人員で業務を行ってきましたが、水道事業に係る専門技術及

び知識の習得には期間を要するため、技術職員の世代交代を円滑に行

い、培った技術を正確に継承していくことが課題となっています。ま

た、管路・施設の老朽化による異常対応や更新需要の増大により業務

量が増加しており、人員の確保、育成が課題となっています。 

業務係 料金賦課・徴収、予算、決算、
（5 人） 財政計画

上下水道部 水道課
（部長） （課長）

工務係 施設更新・維持管理、水質管理、
（5 人） 事業計画、認可
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（２）これまでの主な経営健全化の取組 

ア 定員の適正化、職員の人材育成 

限られた人員の効率的な活用により、経営の効率化を図ってきま

した。類似団体と比較しても職員 1 人当たりの生産性は高い状況

です。また、技術力向上のため、平成 29 年度から令和 2年度まで、

近隣市へ職員を長期派遣しているほか、技術指導協定を締結し、専

門技術者を派遣してもらい、市施設等において指導を受けるなど、

効果的な人材育成を行っています。 

イ 民間活用 

これまで職員が行っていた水道施設の日常点検業務を委託する

ことで人件費を削減し、業務効率の改善を図りました。また、地域

を絞って漏水・流量調査を委託し、発見箇所を修繕していますが、

有収率の向上につながっていない状況です。また、平成 29 年度か

らは、田原市上下水道工事業協同組合へ、メーター周りの漏水調査

を委託し、漏水箇所の早期発見に努めています。 

ウ 市民サービス 

水道料金徴収業務については、市の他部署の徴収業務に先駆けコ

ンビニエンスストアでの収納を実施し、令和６年度からはスマート

フォンによるキャッシュレス決済を導入し、市民の利便性を上げる

ことで収納率の向上を図ってきました。 

エ 広域化 

愛知県水道広域化研究会議において、広域連携の推進が図られて

います。東三河ブロックの取組として、指定給水装置工事事業者登

録等事務の共同化に関する協定及び水質検査協力に関する協定が

締結されています。

（３）経営比較分析表を活用した現状分析 

経営比較分析表（令和 4年度）は別添 1のとおりです。 

給水人口の減少等により、類似団体（※1）平均と比較した経常収支比

率及び料金回収率が低くなっています。大口使用者の使用水量の減少や

人口減が続き、給水収益の減少傾向が続いています。また、給水原価が

※1 東三河 4 市（豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市）と、現在給水人口・水源・有収

水量密度が類似する県内団体（常滑市・犬山市）を指します。
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安価であるにもかかわらず、料金回収率が 100％未満となっていること

から、料金改定による改善を図る必要がありました（令和６年４月１日

料金改定）。 

【図 1-3-1】経常収支比率（令和 4年度） 

【図 1-3-2】料金回収率（令和 4年度） 

施設の老朽化については、令和 3年度以降、昭和 40 年から 50 年代に

建設された多くの管路、施設が耐用年数を超過したため、管路経年化率、

有形固定資産減価償却率ともに平均より高くなっています。 
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【図 1-3-3】管路経年化率（令和 4年度）※低いほど良い 

【図 1-3-4】有形固定資産減価償却率（令和 4年度）※低いほど良い 

安全性の指標については、累積欠損金比率が 0％であり、流動比率が

700％を超えており（令和４年度末）、また企業債残高対給水収益比率は

100％を下回っており、いずれも類似団体平均より良好な値となってい

ます。 

人口減少等により使用水量が減少傾向にある中、老朽施設等の更新、

耐震化及び災害発生時の機能喪失を軽減するための整備を着実に進め

るため、一層の経営の効率化と適切な財源確保が必要です。 
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２．将来の事業環境

（１）給水人口の予測 

日本の人口は、晩婚化、未婚化を要因とする少子高齢化が進み、昭和

30 年以降の高度経済成長に伴う右肩上がりの人口は、平成 17 年には減

少に転じ、今後も人口は減少し続けると推測されています。市の人口に

ついても、平成 19 年度をピークに減少に転じており、この傾向は継続

すると考えられます。 

田原地区の人口は、平成 24 年度から減少が続いています。 

田原地区は、臨海工業用地に国内でも有数の大規模な工場地帯がある

ことから、この地区の将来人口の推移は、これらの企業の動向に大きく

影響を受けると推測されます。 

一方、赤羽根地区及び渥美地区においても、人口は減少傾向を示して

います。この傾向は、特殊な社会増がない限り増加を期待することは難

しく、将来的人口の推移は、現状と同様の減少傾向となることが推測さ

れます。

本市は、市全域が給水区域であることから、行政区域内人口が全て給

水区域内人口となります。未給水人口は、全体の 1％未満である井戸使

用人口ですが、今後、井戸使用人口が水道に切り替える可能性は低いこ

とから、給水区域内人口は、令和5年度までの実績値にみられる傾向が、

今後も継続すると仮定しました。 

給水人口は、人口ビジョンと社人研推計に基いた給水区域内人口に令

和 3年度実績普及率を乗じて算出しました。 
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【図 2-1-1】給水人口の推移 

（２）水需要の予測 

水需要は、令和 3年度の実績値を基に、生活用・業務営業用・工業用

に分けて予測しました。全体として今後も減少していくという予測結

果であり、将来の事業環境は一層厳しくなると考えられます。 

ア 生活用 

生活用水需要は、市民 1 人が 1 日に何リットルの水を使うかを

表す生活用原単位（L/人/日）に、上述（１）で予測した給水人口

と年間日数（365 日または 366 日）を乗じて予測しました。 
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【図 2-2-1】生活用原単位の推移 

田原市の生活用原単位は増加傾向を示していますが、独居・高齢

化、節水意識の高まりや節水機器の普及を鑑み、令和 3年度の実績

値 257L/人/日を予測値としました。 

イ 業務営業用 

業務営業用は、店舗、病院などと中小規模の工場を合わせたもの

です。 

【図 2-2-2】業務営業用 1日当たり水需要の推移 
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業務営業用は、大口需要者の影響を大きく受けるため、予測は困

難ですが、直近４年間の実績により減少傾向にあると予測し、給水

人口の減少予測を基に採用値としました。 

ウ 工場用 

工場用は、主に大規模工場を指します。 

       【図 2-2-3】工場用 1日当たり水需要の推移 

田原市の工場用 1 日当たり水需要は、年によって増減はあるも

のの、概ね減少傾向にあります。今回は、直近４年間の減少率を基

に予測し、採用値としました。 
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以上により、全体の水需要は以下のように減少するものと予測し

ました。 

        【図 2-2-4】全体の水需要の推移 
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（３）施設の見通し 

水道施設は、昭和40年代から50年代に建設されているものが多く、

老朽化が進んでいます。また、管路は昭和 50～55 年に布設されたもの

が全体の 3 分の 1 を占める状況で、耐震化への対応を含め、大量更新

の時期を迎えていますが、計画通りの進捗が実現できていません。一

方で、上述（１）のような給水人口の減少は施設利用率の低下を招き、

余剰能力がさらに拡大することが予想されます。 

【図 2-3-1】取得年度別の固定資産取得価額 

【表 2-3-2】主な施設の状況（「田原市水道事業基本計画」より） 

施設名称 築造年度 更新年度 
概算事業費 

（用地費含む）

小塩津配水池 昭和 41 年度 令和 9年度 608 百万円

和地受水場 昭和 48 年度 令和 16 年度 355 百万円

東馬洗水源 昭和 49 年度 令和 17 年度 383 百万円

蔵王配水池 昭和 49 年度 令和 17 年度 419 百万円

蔵王増圧ポンプ場 昭和 50 年度 令和 18 年度 114 百万円

六連配水池 昭和 53 年度 令和 21 年度 1,074 百万円

0

200

400

600

800

1000

1200

（百万円）
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（４）組織の見通し 

職員数の確保のみでなく、適正な年齢構成や能力を確保した組織体

制を維持することが求められるため、専門技術、専門的知識の必要性

を踏まえた職員の育成、組織力の強化に取り組む必要があります。 

また、管路・施設の老朽化対応や更新を加速させるため、人員を充実

していく必要があります。 

（５）財源の見通し 

ア 料金収入の見通し 

料金収入の見通しは、上述（２）の水需要に、有収水量 1㎥当た

りの料金収入である供給単価を乗じて算出しました。供給単価は、 

令和 3年度の値（146 円）及び令和 6年度の見込み値（165 円）を

用いています。料金改定によりいったん増加しますが、水需要が減

少するため、料金収入は再び減少する見通しです。 

【図 2-5-1】料金収入の見通し 
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イ 資金（補填財源）の見通し 

上述アのように、料金収入が減少する見通しであることから、収

益的収支が悪化し、資本的支出を賄う補填財源を減少させますが、

計画期間中は確保できる見込みです。 

【図 2-5-2】補填財源の見通し 
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 （６）料金回収率の見通し 

給水に係る費用が、どの程度料金収入で賄えているかを表す料金回

収率は平成 28 年度以降、100%を下回り、事業費用を料金収入で賄え

ていない状況が続いていましたが、令和 6年度の料金改定により、令

和 10 年度までは 100％を維持できる見通しです。 

 令和 11 年度以降、100％を下回る見込みであるため、料金改定が必

要となる見込みです。 
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３．経営の基本方針 

本経営戦略で推進する基本方針は、「１．事業概要」及び「２．将来の事業

環境」を踏まえ、「持続」「安全」「強靭」を柱とした事業を継続する上での総

合的な視点から、田原市水道ビジョンの基本理念に基づき次のとおりとしま

す。 

（１）安全で安心な水の供給 

適切かつ効率的な水質管理体制、施設管理体制を確保し、安全な水の

供給を図ります。 

（２）安定した給水の確保 

計画的かつ効率的な水道施設の整備・更新により、将来にわたって安

定した給水を確保します。 

（３）災害に強い水道の構築 

大規模地震の発生時においても給水が可能となるよう、重要給水施設

などへ至る基幹管路を優先して、水道施設の耐震化を図ります。 

災害時における応急給水体制の構築、他事業者や水道関係業者との連

携強化を図ります。 

（４）信頼される水道サービスの提供 

窓口サービスの充実、収納方法多様化の検討や情報公開の推進などに

より、信頼されるサービスの提供と使用者の利便性向上を目指します。 

（５）持続可能な健全経営の実現 

更新事業費の平準化、企業債、一般会計出資金及び補助金の活用によ

り財源の確保を図ります。 

有収率の向上と収納率の向上を図ります。 

人材の育成と技術者の継続的な養成を実施します。 

将来の施設整備や維持管理費等を見込んだ適正な料金設定を実施し

ます。 

効果的な施設整備、適正規模を見極めた施設のダウンサイジングを図

ります。 
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）：別添 2のとおり 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目標 ・基幹管路耐震適合率 50% 

・有収率 91.3% 

水道施設更新については、田原市水道事業基本計画に基づきこれま

で管路更新及び中央監視システムの更新を行ってきましたが、想定さ

れる大規模自然災害への対策を一層強化するため、毎年度 500 百万円

超の事業費を投じ、重要給水施設へ配水する基幹管路を中心に耐震化

を進めます。これにより、計画期間内において基幹管路耐震適合率 50％

以上を目指します。 

また、漏水等が多い老朽管については、これまでも継続的に更新を

実施しており、漏水調査等の実施により早期発見に努めるとともに、

今後も優先して更新を行うことで有収率 91.3％を目標とします。 

以上の目標を達成するため、【図 4-2-1】のとおり投資計画を策定し

ました。その際、上述２（３）のように、管路の耐用年数の到来を迎え

ているため、老朽化に伴う水道管の破損等による住民生活への影響を

最低限に抑えるため、更新工事を加速していく必要があります。
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【図 4-2-1】投資計画 

ア 基幹管路耐震化事業 

本市の基幹管路は約 128 千 m あり、令和 5 年度末で耐震管適合

率は 27.6％です。5 か所の重要給水施設（渥美病院、田原市役所、

消防署、赤羽根市民センター、渥美支所）を中心に管路の耐震化（ダ

ウンサイジングを含む）を行うことにより、計画期間内における基

幹管路耐震管適合率 50％以上を目標として、南海トラフ地震を見

据え、災害に備えた強い水道施設の構築を図ります。 

【図 4-2-2】基幹管路耐震適合率の推移 

（年度）

（百万円）
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イ 老朽管更新事業 

本市の配水管路は、令和 5 年度において、布設から 40 年以上を

経過した老朽管（耐用年数を経過した管）が約 397 千 m あります。

上記アの事業を優先的に進めるとともに、漏水の多い老朽管につい

ては、計画的かつ他の事業と調整を図りながら更新を実施します。 

ウ 小塩津配水池更新 

平成 27 年に実施した「水道施設耐震性能基本調査業務」の結果、

耐震性に問題なく、修繕により対応していましたが、建設から 50

年を超過し、耐用年数に達することから令和 8 年度から施設の更

新工事を行います。 

エ 配水池更新 

小塩津配水池は、耐用年数を迎える令和 8 年度から更新を行い

ます。その他の配水池についても、他の配水池からの融通により給

水が賄える配水池については、配水管等必要な整備を行った上で廃

止し、動力費、維持管理費や更新費用の削減を図りますが、廃止は

災害時の対応力の低下につながるため、各施設が耐用年数を迎える

都度、順次更新します。 

      オ 施設設備更新 

水道施設の設備について、耐用年数に達することから、水道設備

更新計画に基づき、令和 7年度から 10 年かけて順次更新します。 
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② 収支計画のうち財源についての説明 

目標 ・料金回収率 100%以上 

・資金残高 550 百万円 

持続的な経営の前提となる料金回収率 100％以上を目標とします。 

また、事業の運転資金として、平成 28 年度の給水収益のおよそ半年

分の資金残高を確保します。 

上記の目標を達成するため、毎年 500 百万円超の投資に充てる財源

については、国庫補助金を見込むとともに、不足額については企業債

の借入を見込んでいます。また、管路耐震化事業については、安全対策

事業に係る一般会計からの出資金を見込んでいます。 

一方、財源の中心である水道料金については、旧田原町において設

定した体系を採用し、昭和 61 年以来、消費税による改定を除き大きな

料金改定を行わず運営してきました。しかしながら、昭和 50 年代以降

整備された水道施設の大量更新の時期を迎え、給水人口減少により収

益は低下するという、水道事業にとっては厳しい状況が続く中、現行

どおりの経営では乗り切ることが難しいと判断し、令和 6 年度に使用

水量料金及び私設消火栓使用料金を 20％、固定料金を 15％改定し、全

体の改定率 18％増の改定を行っています。 

 それでも計画期間中に料金回収率が 100%を下回る可能性があり、令

和 11 年度以降に料金改定が必要となる見込みです。 
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【図 4-2-3】料金収入と収益的収支の推移 

【図 4-2-4】資金（補填財源）と資本的支出の推移 
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ア 企業債 

今後増加する管路等の水道施設の更新を計画的に進めるため、

企業債を発行し事業進捗に努めます。起債額については、補填財

源を維持するために平成 30年度から令和 12年度まで毎年度 1億

円発行します。 

【図 4-2-5】企業債発行額と残高の推移 

イ 出資金 

水道管路の耐震化を推進するため、耐震化事業について総務省

繰出基準に基づく対象経費を出資金として計上しています。 

ウ 国庫補助 

基幹管路の更新、耐震化を推進するため、防災・安全交付金に

ついて、対象年度における事業計画に基づき計上しています。 
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

投資以外の経費については、上述１（２）「これまでの主な経営健全

化の取組」に記載した経費削減の取組を今後も継続する一方、収支計

画においては費用を保守的に見積もるため、以下の前提に立って推計

しています。 

科目名 内訳 推計方法 

原水及び浄水

費 

備消耗品費・燃料費・

委託費・手数料・材料

費・修繕費・負担金・

雑費 

令和 3 年度決算値以降物価

上昇は見込まない。 

動力費 推計した配水量に、令和 3年

度決算値から算出した 1 ㎥

当たりの動力費を乗じる。 

薬品費 推計した配水量に、令和 3年

度決算値から算出した 1 ㎥

当たりの薬品費を乗じる。 

受水費 推計した給水量から自己水

量を控除して県水使用水量

を算出し、令和 6年度、8年

度の県水料金改定を反映し

た基本料金・使用料金水準を

もとに計算する。 

配水及び給水

費 

- 令和 3 年度決算値以降物価

上昇は見込まない。 

受託工事費 - 令和 3年度決算値とする。 

総係費 給料・職員手当等 保守的に見積もって、年率

0.5%上昇するものとする。 

賃金 計上しない。 

賞与引当金 令和 3 年度決算値の給料と

の比率を算出し、以後も同率

で推移するものとする。 

法定福利費 令和 3年度決算値の給料・職

員手当等の合計との比率を

算出し、以後も同率で推移す

るものとする。 
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減価償却費 既存資産 固定資産システムから算出

される推計値を用いる。 

新規資産 投資計画をもとに推計する。

資産減耗費 - 予算策定時と同じく、配水設

備改良費の 4%とする。 

支払利息 - 起債計画をもとに、保守的に

見積もって年利 0.8%で推計

する。 

雑支出 - 令和 3年度の決算値とする。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の

概要

① 投資について検討状況等

民間資金・ノウハウ等の活

用 

先進団体の事例、問題点等を参考にしな

がら田原市の実情に合った方法を検討

します。 

アセットマネジメントの充

実 

アセットマネジメントについて、平成

27 年度に「簡易支援ツール」により実

施（２Ｂ）して以降、実施できていない

ため、更新を検討します。 

管路・施設・設備の廃止・

統合 

（ダウンサイジング・スペ

ックダウン） 

老朽化している管路・施設・設備の現状

や人口減少に伴う配水量等を分析し、施

設の統合やスリム化について検討しま

す。 

管路・施設・設備の長寿命

化 

田原市水道事業基本計画、水道設備更新

計画に基づき管路・施設・設備を計画的

に更新する中で、長寿命化について検討

します。 

広域化 経営基盤の強化や経営の効率化等を図

ることを目的とした近隣水道事業体と

の連携を始め、引き続き広域化を検討し

ます。 
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② 財源について検討状況等

料金 施設整備や維持管理費を見込んだ適切

な水道料金のあり方、改定の時期につい

て検討を継続します。 

企業債 支払利息を抑制するよう借入方法や条

件を検討します。将来への負担の先送り

とならないよう、借入限度額や企業債残

高対給水収益比率の目標値設定を検討

します。 

資産の有効活用等による収

入増加の取組 

老朽化や統廃合により使用しない遊休

資産について、転用又は処分を検討しま

す。 

③ 投資以外の経費についての検討状況等 

委託料 水道使用者へのサービス水準の維持向

上を念頭に置きつつ、経済的かつ効率的

サービスの向上を図るため、新たな民間

委託の導入について検討します。 

動力費 ポンプ設備などの更新時に高効率の設

備の導入、再生可能エネルギーの活用な

ど、動力費の削減について検討します。

職員給与費 各種業務の民間委託を推進し、業務の効

率化を図り、職員給与費等の抑制に努め

ます。 
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５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

本経営戦略は、令和 12 年度までの計画ですが、社会情勢が大きく変化する

昨今では、数年で本市の水道事業を取り巻く環境が変化することが考えられま

す。 

本計画で掲げた取組を着実に遂行するため、PDCA サイクルを活用し、適宜、

進捗状況の管理を行いながら検証するとともに、令和 6 年度に中間見直しを

行いました。
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６．用語解説

用 語 名 意   味 初出頁 

有収水量 水道料金の徴収の対象となった水量 １ 

有収水量密度 給水区域面積１ｈａ当たりの有収水量 １ 

施設利用率 

施設の利用状況や適正規模を総合的に判断する指標。 

１００％になると施設の限界能力まで利用したことになる。 

１日平均配水量÷１日配水能力×１００【％】 

１ 

有収率 

施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標。１０

０％に近づけることが望ましい。 

年間総有収水量÷年間総配水量×１００【％】 

４ 

経常収支比率 

給水収益等の収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程

度賄えているかを表す指標 

経常収益÷経常費用×１００【％】 

４ 

料金回収率 
料金収入により給水原価を賄えているかを判断する指標 

供給単価÷給水原価×１００【％】 
４ 

管路経年化率 

法定耐用年数を超える管路の割合から、管路の老朽化度合いを

判断する指標。大きくなるほど、老朽化が進んでいることを示

す。 

法定耐用年数超管路延長÷管路総延長×１００【％】 

５ 

有形固定資産

減価償却率 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進ん

でいるかを表す指標。更新投資の必要性がどの程度差し迫って

いるかを示す。 

有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象

資産の帳簿原価×１００【％】 

５ 

供給単価 

有収水量１㎥を供給すると何円の料金収入があるかを表す指

標 

料金収入÷有収水量 

１３ 

重要給水施設 
災害拠点病院、避難所、防災拠点などの給水優先度が特に高い

施設 
１６ 

基幹管路耐震

適合率 

管径φ２００mm 以上の送水管、配水管の耐震化更新率 

耐震化された基幹管路延長÷基幹管路延長×１００【％】 
１７ 

企業債残高対

給水収益比率 

企業債残高の規模を表す指標 

企業債現在高合計÷給水収益×１００【％】 
２５ 

給水原価 
有収水量１㎥の給水に何円かかっているかを表す指標 

給水に要する費用÷有収水量 
２７ 
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別添１

経営比較分析表（令和4年度決算）

愛知県　田原市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

法適用 水道事業 末端給水事業 A4 非設置 59,596 191.11 311.84 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

人口減少や大口使用者の使用水量の減少傾向が続
く中、老朽化した施設の更新や災害発生時の機能
喪失を軽減するための整備を、着実に進める必要
があります。
今後の水道事業の安定的な経営のため平成30年4
月に策定（令和6年度以降見直し予定）した経営
戦略に基づき、施設の更新及び耐震化を計画的に
進めるとともに、補助金、企業債、料金改定等に
より、適切な財源確保を図っていきます。
また、近隣市と人材育成と技術向上を目的とした
情報共有、連携強化に取り組むとともに、業務や
発注の共同化に向けた検討を進めます。

309.70 【】 令和4年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 93.04 99.93 2,365 59,186 191.11

類似団体平均等と比較すると低い値であるものの
①経常収支比率は100％を超えており、②累積欠
損金もない状態が続いています。
しかし、⑤料金回収率は平成28年度から連続して
100％を下回っています。これは、大口使用者の
使用水量の減少や人口減などが続いていることに
より、給水収益の減少傾向が続いていることが要
因です。
一方で、⑥給水原価は類似団体平均を下回る状態
が続いています。⑥給水原価は安価であるにもか
かわらず⑤料金回収率が100％未満となっている
ことから、さらなる経費削減に加えて料金改定に
より改善を図る必要があります。令和4年度から
料金改定の検討を始め、令和6年度に全体の改定
率18％増の改定を行う予定となっています。
③流動比率、④企業債残高対給水収益比率、⑦施
設利用率、⑧有収率は、いずれも類似団体平均よ
り良好な値となっています。
ただし、老朽施設の更新を計画的に進めるため、
平成30年度から一定額の借入を行なっており、④
企業債残高対給水収益比率は今後も上昇する見込
みです。
⑦施設利用率については、人口減少傾向の中、老
朽化施設の更新にあわせ施設規模の最適化に取り
組んでいます。
また、漏水調査や老朽管の更新などの取組をして
いますが、⑧有収率の向上に結び付いておらず、
その向上が課題となっています。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率、②管路経年化率とも
に全国平均等を上回っています。特に令和３年度
以降は、昭和40～50年代に建設された多くの施設
が法定耐用年数を超過したため、②管路経年化率
が大きく上昇しています。
③管路更新率は、令和元年度までは類似団体平均
等と同等で安定した値を示していました。令和4
年度は若干上昇しましたが、令和2年度以降、前
年までに整備した基幹管路の撤去のみの工事が大
きな割合を占めたことに加え、周辺構造物の撤去
復旧費の増加及び人件費・材料費の上昇などによ
り、計画どおりの進捗が実現できていないことが
考えられます。
現在「田原市水道事業基本計画」に基づき計画的
に投資を行なっていますが、今後、計画の見直し
が必要となる可能性があります。2. 老朽化の状況
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140.00

145.00

150.00

155.00

160.00

165.00

170.00

175.00

180.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 63.2 62.09 61.96 61.86 61.03

平均値 59.46 59.51 59.91 59.4 59.24

57.00

58.00

59.00

60.00

61.00

62.00

63.00

64.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 90.77 89.82 88.97 89.15 88.18

平均値 87.41 87.08 87.26 87.57 87.26

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【108.70】 【1.34】 【252.29】 【268.07】

【89.76】【59.97】【174.75】【97.47】

【51.51】 【23.75】 【0.67】



別添２　投資・財政計画 （単位：千円，％）
年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 1,069,299 1,044,612 1,018,776 1,025,363 1,007,449 1,000,925 1,139,579 1,158,323 1,147,852 1,140,603 1,127,521 1,117,656 1,107,969
(1) 1,041,289 1,017,622 991,930 996,906 978,834 972,256 1,111,122 1,129,866 1,119,395 1,112,146 1,099,064 1,089,199 1,079,512
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 28,009 26,990 26,846 28,457 28,615 28,669 28,457 28,457 28,457 28,457 28,457 28,457 28,457

２． 129,059 129,875 122,139 135,025 124,097 118,151 121,725 120,271 119,826 121,463 124,370 126,677 128,755
(1) 1,020 840 610 500 664 720 500 500 500 500 500 500 500

1,020 840 610 500 664 720 500 500 500 500 500 500 500
- - - - - - - - - - - - -

(2) 101,029 106,930 103,083 101,712 101,103 96,561 88,832 87,520 87,214 88,992 92,039 94,486 96,705
(3) 27,010 22,105 18,446 32,813 22,330 20,870 32,392 32,252 32,112 31,971 31,831 31,691 31,550

(C) 1,198,358 1,174,487 1,140,915 1,160,388 1,131,546 1,119,076 1,261,304 1,278,595 1,267,678 1,262,066 1,251,890 1,244,333 1,236,724
１． 1,150,520 1,141,504 1,118,922 1,097,132 1,088,484 1,093,024 1,111,248 1,107,272 1,131,734 1,152,553 1,160,880 1,172,156 1,187,319

(1) 63,498 58,982 60,097 56,794 68,350 55,919 56,199 56,480 56,763 57,047 57,333 57,619 57,619
27,461 26,986 28,486 26,849 30,749 26,983 27,118 27,254 27,390 27,527 27,665 27,803 27,803

- - - - - - - - - - - - -
36,037 31,995 31,611 29,945 37,601 28,936 29,081 29,226 29,373 29,520 29,668 29,816 29,816

(2) 705,890 700,028 687,131 680,108 671,827 709,831 735,892 724,517 745,472 763,485 760,115 757,545 755,271

35,079 33,557 28,027 30,826 27,129 26,953 26,634 26,395 26,150 25,981 25,676 25,445 25,219
317 2,990 1,210 390 2,500 390 390 390 390 390 390 390 390
- - - - - - - - - - - - -

670,494 663,481 657,893 648,892 642,198 682,488 708,868 697,732 718,932 737,114 734,049 731,710 729,662
(3) 381,132 382,494 371,694 360,230 348,307 327,274 319,157 326,274 329,499 332,021 343,432 356,992 374,429

２． 9,620 13,527 17,815 16,322 13,909 1,563 17,886 17,830 17,773 17,716 17,659 17,601 18,663
(1) 0 560 863 865 882 1,140 2,429 2,373 2,316 2,259 2,202 2,144 3,206
(2) 9,620 12,967 16,952 15,457 13,027 423 15,457 15,457 15,457 15,457 15,457 15,457 15,457

(D) 1,160,140 1,155,031 1,136,737 1,113,454 1,102,393 1,094,587 1,129,134 1,125,102 1,149,508 1,170,269 1,178,539 1,189,757 1,205,982
(E) 38,218 19,456 4,178 46,934 29,153 24,489 132,170 153,493 118,170 91,796 73,352 54,576 30,742
(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38,218 19,456 4,178 46,934 29,153 24,489 132,170 153,493 118,170 91,796 73,352 54,576 30,742
(I) 158,414 177,870 182,048 228,983 258,136 282,625 414,795 568,288 686,458 778,255 851,607 906,182 936,924
(J) 1,069,487 1,113,737 1,199,374 1,271,672 1,363,142 1,240,565 1,228,009 1,221,427 1,107,502 1,010,447 805,730 590,849 371,698

91,051 91,051 91,051 91,051 91,051 91,051 91,051 91,051 91,051 91,051 91,051 91,051 91,051
(K) 303,389 305,759 308,277 310,779 313,157 315,102 317,602 320,102 322,602 325,102 327,602 330,102 325,757

2,219 4,589 7,107 9,609 11,987 13,932 16,432 18,932 21,432 23,932 26,432 28,932 24,587
- - - - - - - - - - - - -

269,722 269,722 269,722 269,722 269,722 269,722 269,722 269,722 269,722 269,722 269,722 269,722 269,722
( I )
(A)-(B)

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 1,069,299 1,044,612 1,018,776 1,025,363 1,007,449 1,000,925 1,139,579 1,158,323 1,147,852 1,140,603 1,127,521 1,117,656 1,107,969

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12年度

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金

6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

経 費
動 力 費

そ の 他 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

収

益

的

支

出

修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費

う ち 未 払 金

×100 ）

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

85

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

36 49 60 68 76 8115 17 18 22 26 28



（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
- - - - - - - - - - - - -

２． 51,600 37,300 44,800 26,100 39,300 0 0 0 0 0 0 0 0
３． - - - - - - - - - - - - -
４． - - - - - - - - - - - - -
５． - - - - - - - - - - - - -
６． 85,000 96,439 135,000 135,000 130,000 2,134 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
７． - - - - - - - - - - - - -
８． 24,259 28,162 36,750 23,472 760 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436 38,436
９． - - - - - - - - - - - - -

(A) 260,859 261,901 316,550 284,572 270,060 140,570 273,436 273,436 273,436 273,436 273,436 273,436 273,436

(B) - - - - - - - - - - - - -

(C) 260,859 261,901 316,550 284,572 270,060 140,570 273,436 273,436 273,436 273,436 273,436 273,436 273,436

１． 547,901 515,178 523,785 516,035 444,302 537,383 665,670 670,950 740,000 715,000 810,081 810,082 810,082
27,580 27,178 26,552 26,321 28,982 29,843 29,993 30,143 30,293 30,445 30,597 30,750 30,904

２． 0 2,219 4,589 7,107 9,609 11,987 13,932 16,432 18,932 21,432 23,932 26,432 28,932
３． - - - - - - - - - - - - -
４． - - - - - - - - - - - - -
５． - - - - - - - - - - - - -

(D) 547,901 517,397 528,374 523,142 453,911 549,370 679,602 687,382 758,932 736,432 834,013 836,514 839,014

(E) 287,042 255,496 211,824 238,570 183,851 408,800 406,166 413,946 485,496 462,996 560,577 563,078 565,578

１． 1,219,058 1,501,718 1,797,983 2,066,355 2,316,080 2,579,759 2,843,699 3,100,070 3,355,971 3,632,617 3,917,626 4,213,747 4,525,087
２． 38,218 19,456 4,178 46,934 29,153 24,489 132,170 153,493 118,170 91,796 73,352 54,576 30,742
３． - - - - - - - - - - - - -
４． 115,601 △ 101,679 △ 294,510 △ 530,838 △ 668,934 △ 1,048,581 △ 1,430,258 △ 1,712,034 △ 2,044,038 △ 2,388,863 △ 2,857,644 △ 3,347,371 △ 3,858,374

(F) 1,372,876 1,419,496 1,507,651 1,582,451 1,676,299 1,555,667 1,545,611 1,541,529 1,430,104 1,335,549 1,133,333 920,952 697,456
1,085,834 1,164,000 1,295,827 1,343,881 1,492,448 1,146,867 1,139,445 1,127,583 944,608 872,553 572,756 357,874 131,877

(G) - - - - - - - - - - - - -
(H) 100,000 197,781 293,192 386,085 476,476 564,489 650,557 734,124 815,192 893,760 969,827 1,043,395 1,114,463

○他会計繰入金
年　　　　　度

区　　　　　分

1,020 840 610 500 664 720 500 500 500 500 500 500 500
1,020 840 610 500 664 720 500 500 500 500 500 500 500
- - - - - - - - - - - - -

51,600 37,300 44,800 26,100 39,300 0 0 0 0 0 0 0 0
51,600 37,300 44,800 26,100 39,300 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - - -
52,620 38,140 45,410 26,600 39,964 720 500 500 500 500 500 500 500

10年度 11年度30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

純 計 (A)-(B)

12年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金
他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

6年度 7年度 8年度 9年度

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他
計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金
そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計
補 塡 財 源 額 (F)-(E)

他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高

30年度 12年度

収 益 的 収 支 分

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度元年度

合 計

8年度 9年度 10年度 11年度

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金



給水人口 59,690人（令和3年度決算）

計算期間 自令和6年 4月 至令和 10年 3月

（5年間）

総括原価の算定

金額 金額

(1)職員給与費 286,322,000 (2)受託工事収益 0
(2)経費 3,564,704,000 (3)その他営業収益 142,285,000
(3)減価償却費 1,650,383,000 (1)受取利息及び配当金 4,805,000
(1)支払利息 11,579,000 (2)補助金 2,500,000

(2)その他営業外費用 77,285,000 (3)長期前受金戻入 148,199,333

0 (4)加入分担金 151,518,000
0 (5)その他営業外収益 4,235,000
0 0
0 0
0 0
0 計 453,542,333
0
0

計 5,590,273,000 5,499,392,224

（内訳）

金額 水道事業費用 5,136,730,667

建物 資産維持費用 362,661,557
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具器具及び備品
リース資産
建設仮勘定

小計 9,066,538,933
資産維持率 0.8%

5
計 362,661,557

総括原価の配分
需要家費 メーター検針、収納事務手数料 76,620,000

メータ購入費用 61,640,000 準備料金配賦額合計
0
0 1,986,768,247 円
0
0
0
0

総括原価 固定費 =総括原価-(需要家費+変動費) 45.00% 準備料金配分額 1,848,508,247
5,499,392,224 55.00% 水量料金配分額 2,258,894,977

変動費 動力費 272,741,000 水量料金配賦額合計
薬品費 2,230,000
受水：使用料金 978,758,000 3,512,623,977 円

0
0
0
0
0
0

計 5,499,392,224 計 5,499,392,224

原価計算表（令和6年4月料金改定時）

料金算定期間 (年)

4,107,403,224

総括原価（＝水道事業費用－控除項目＋資産維持費用）

資産維持費用

水道事業費用 控除項目（付帯収入）


